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船舶事故調査報告書 

 

                               令和４年２月２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年６月１２日 １４時０２分ごろ 

発生場所 高知県宿毛
す く も

市宿毛湾港 

 池島灯台から真方位０８８°１,０８０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５５.２′ 東経１３２°４１.８′） 

事故の概要  旅客船すくもは、無人の状態で桟橋に係留中、また、瀬渡船旭
きょく

洋
よう

丸は、出航中、旭洋丸がすくも
．．．

に衝突した。 

旭洋丸は、釣り客１人が負傷し、右舷船尾部の手すりの折損等を生

じ、また、すくもは、左舷船尾部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和３年６月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 旅客船 すくも、８２トン 

   １３６５０６、高知県宿毛市 

   ２９.７９ｍ×６.２０ｍ×２.６０ｍ、アルミニウム合金 

   ディーゼル機関２基、１,４７１kＷ（合計）、平成１５年３月

１２日 

Ｂ 瀬渡船 旭洋丸、１３トン 

   ２８２－１９４５８高知、個人所有 

   １４.１０ｍ（Lr）×４.１１ｍ×１.３５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関２基、８４２.９kＷ（合計）、平成１５年８月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ５１歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１４年１月１５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年１２月２日 

    免状有効期間満了日 令和４年１月１４日 

Ｂ 船長Ｂ ６０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成６年７月６日 

    免許証交付日 令和元年６月１１日 

（令和６年７月５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（釣り客Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船尾部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部の手すりに折損及び同部外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過 Ａ船は、宿毛湾港に所在し、宿毛市が管理する桟橋（以下「本件桟

橋」という。）に入船右舷着けとして無人の状態で係留していたとこ

ろ、Ｂ船が左舷船尾部に衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客７人を乗せ、令和３年６

月１２日１４時０１分ごろ船首着けで係留していた本件桟橋北方の岸

壁（以下「本件岸壁」という。）を出航した。 

本件桟橋北西方の岸壁（以下「フェリー岸壁」という。）では、Ｂ

船が出航するころ、遊漁船２隻が機関を使用してフェリー岸壁に船首

着けしていた。 

船長Ｂは、操舵室左舷側の操縦席の前で立って手動操舵により操船

に当たり、釣り客１人（以下「釣り客Ｂ」という。）が後部甲板の長

椅子の右舷側に腰を掛けた状態で、舵輪を中央にし、機関を微速後進

にして本件桟橋に平行の針路及び約３.０ノット（kn）の速力（対地

速力、以下同じ。）になったので、機関を停止し、惰力で後進した。 

船長Ｂは、そのまま真後ろに後進しているものと思い、操舵室左舷

側の外にいた釣り客１人と会話をしながら惰力で後進約３.０kn で進

行中、１４時０２分ごろ、後ろからの衝撃を受けて衝突音を聞き、右

舷後方を見たところ、Ｂ船の右舷船尾部がＡ船の左舷船尾部に衝突し

たことを知った。 

船長Ｂは、釣り客の負傷状況等を確認するため、後部甲板に行き、

釣り客Ｂが、衝突で折損した右舷船尾部の手すりが右腕に当たり、負

傷したことを知り、１１９番通報を行うとともにＢ船を本件岸壁に戻

した。 

船長Ｂは、船長Ａと共にＡ船の衝突状況を確認したところ、左舷船

尾部外板に擦過傷を認めた。 

釣り客Ｂは、救急車で宿毛市所在の病院に搬送され、右肘打撲傷及

び鼻
び

根
こん

部挫創と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船及びＢ船、写真２ Ａ

船及びＢ船、写真３ Ｂ船の損傷状況（右舷船尾部）、写真４ Ｂ

船の損傷状況（右舷船尾部）、写真５ 釣り客Ｂ配置状況 参照） 

 その他の事項 船長Ｂは、瀬渡船の操船経験が約２０年あり、ほぼ毎日、Ｂ船を本

件岸壁から出入航していた。 

船長Ｂは、左舷方に向いた姿勢で、操舵室左舷側の外にいた釣り客

と会話に夢中となり、右舷船尾方の見張りがおろそかになり、約２５

ｍ離れたフェリー岸壁に船首着けしていた遊漁船２隻の船尾方に至っ
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て放出流により、惰力で後進していたＢ船の船尾部が本件桟橋側右方

に振られてＡ船に向かう態勢となって進行していることに気付かなか

ったと本事故後に思った。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故時の状況 

 

船長Ｂは、本件岸壁に出入航する際、フェリー岸壁北東側に船首着

けしていた遊漁船の放出流を受けて船首が本件桟橋側右方に振られた

経験が複数回あったが、フェリー岸壁南西側に船首着けしていた遊漁

船の放出流を受けて船尾部が本件桟橋側右方に振られたのは初めてだ

った。 

Ｂ船は、本事故当時、操舵室の右舷船尾方に見張りに支障となる障

害物がなく、死角は生じていなかった。 

船長Ｂ及び釣り客７人は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、本件桟橋に入船右舷着けとして無人の状態で係留中、Ｂ船

が衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、本件岸壁に船首着けの状態から後進により出航中、船長Ｂ

が、そのまま真後ろに後進しているものと思い、左舷方に向いた姿勢

で釣り客と会話に夢中となっていたことから、惰力で後進を続け、フ

ェリー岸壁に船首着けしていた遊漁船２隻の放出流により、Ｂ船の船

尾部が本件桟橋側右方に振られてＡ船に向かう態勢となって進行して

いることに気付かず、Ｂ船がＡ船に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が本件桟橋に入船右舷着けとして無人の状態で係留

中、Ｂ船が本件岸壁に船首着けの状態から後進により出航中、船長Ｂ

が、左舷方に向いた姿勢で釣り客と会話に夢中となっていたため、惰
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力で後進を続け、フェリー岸壁に船首着けしていた遊漁船２隻の放出

流により、Ｂ船の船尾部が本件桟橋側に振られてＡ船に向かう態勢と

なって進行していることに気付かず、Ｂ船がＡ船に衝突したものと考

えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船者は、乗船者との会話に夢中になることなく操船に専念する

こと。 

・出航中の遊漁船及び瀬渡船の船長は、着岸中の他船の放出流など

の影響を自船が受けることを考慮して操船すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知県 

愛媛県 

大分県 

宿毛市 

池島灯台 

宿毛湾港 

本件桟橋 

Ａ船 

Ｂ船 

フェリー岸壁 

遊漁船２隻 

放出流 

事故発生場所 

（令和３年６月１２日 １４時０２分ごろ発生） 
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写真１ Ａ船及びＢ船 

 

 

 

 

写真２ Ａ船及びＢ船 
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写真３ Ｂ船の損傷状況（右舷船尾部） 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況（右舷船尾部） 
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写真５ 釣り客Ｂ配置状況 
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